
ひびしん地域密着型金融推進計画 
（平成２１年度～２３年度） 

 

 平成２２年度の取組み状況  
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「ひびしん地域密着型金融推進計画」の取組みについて 

 福岡ひびき信用金庫では、平成２１年８月に「ひびしん地域密着型金融推進計画」（平成２１年度～２３年度）を公表いたしました。今回は３ヵ年の取

組みのうち、平成２２年４月から平成２３年３月までの取り組み状況につきましてお知らせいたします。 

 この「ひびしん地域密着型金融推進計画」では、信用金庫が持つ「つなぐ力」をさらに進化させ、会員や地域社会の様々な主体との「連携」を一段と

強化し、地域の持続的な発展を目指して、１．地域密着型金融の深化、２．独自性のさらなる発揮、３．永続性ある経営の確立を主要な柱として取り

上げております。 

 役職員一人ひとりが現在の状況や背景にある要因をしっかりと理解し、「地域のためにできること」を地域の人たちと手を携えながら取組み、解決して

いきたいと考えております。 

「「「ひひひびびびしししんんん地地地域域域密密密着着着型型型金金金融融融推推推進進進計計計画画画」」」   

『 次世代への伝承・つなぐ力 発揮 ２００９ 』 

信用金庫が持つ「つなぐ力」をさらに進化させ、会員や地域社会の様々な主体との「連携」を一段と強化し、地域の持続的な発展を目指していく。 
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基基基   本本本   施施施   策策策   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．地域密着型金融の深化  

地域金融機関として、地域密着型金融への取り組みを通

じて、地域社会の活性化や持続的な発展を目指す。 

２．独自性のさらなる発揮  

協同組織金融機関として、‟ひびしん”の独自性をさら

に発揮する。 

３．永続性ある経営の確立  

内部管理態勢の整備と経営効率の向上、次世代の人材教

育と継承による、永続性のある経営の確立に努める。 

 

   地地地域域域のののたたためめめにににででできききるるるこここととと      

 

役職員一人ひとりが現在の状況や背

景にある要因をしっかりと理解し、

「地域のためにできること」を地域

の人たちと手を携えながら取組み、

解決する。 
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「ひびしん地域密着型金融推進計画」の取組み状況（平成２２年度） 

 

分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

地域密着型金融の進化 

 課題解決型金融の強化 

  事業支援など高付加価値の提供 

   目利き機能の向上をはじめ事業価値を見極める融資(不動産担保・個人保証に過度に依存しない融資)の徹底 

    会計参与制度の活用や｢中

小企業の会計に関する指

針｣の普及 

平成 18年 5月の会社法施

行により、会計参与制度が

創設され、また「中小企業

の会計に関する指針」が公

表された。中小企業会計の

質的向上には普及を推進

する必要がある。 

ＴＫＣ北九州支部と提携

して、会計参与制度の普及

や中小企業会計の精度向

上を推進する。 

【相手方にとっての成果】 

財務内容等改善を目的と

してＴＫＣ会員税理士の

推薦を受けることで事業

資金融資を受けることが

出来る。 

【当金庫にとっての成果】 

ＴＫＣ北九州支部と提携

して、ＴＫＣ会員税理士の

推薦を受けた中小企業者

を対象とした商品を継続

推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評   価】 

提携商品をステップに組

織的に普及を推進する。 

【今後の課題】 

継続的な連携及び営業店

への意識浸透 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

    動産・債権譲渡担保融資、

ＡＢＬ等の活用 

担保・保証、連帯保証人に

過度に依存せず、企業の財

務内容や将来性に着目し、

又、資金ニーズに対応して

いくため的確に対応して

いく。 

機械・設備担保融資であ

る「しんきんＭｅサポー

ト」や「トラック車両ロ

ーン」の推進、また、信

用保証協会商品である流

動資産担保融資（協会Ａ

ＢＬ）を推進する。 

【相手方にとっての成果】 

不動産担保・保証、連帯保

証人の提供の手間が不要

となり、売掛金や機械設備

を担保に入れることで事

業資金の調達が可能とな

った。 

【当金庫にとっての成果】 

信金中央金庫と連携した

「しんきんＭｅサポート」

の取扱を 19年 3月に開始

した。本制度のスキーム

は、信金中央金庫が当金庫

と取引先との対象取引に

関して、取引先が譲渡担保

として提供する設備の価

値相当額の限定根保証を

行い、信金中央金庫の当該

保証債務をリース会社が

保証するものであるが、取

扱によりある程度のノウ

ハウは蓄積できた。 

【評   価】 

ＡＢＬに関しての知識はある程

度蓄積できた。 

【今後の課題】 

営業店へのノウハウ移転

や取引先の認識の改善 

    様々なコベナンツの活用 適切に債務者の経営等を

制限・監視することで事業

キャッシュフローやバラ

ンスシートを一定の水準

に維持することでリスク

を低減させること。 

現在、コベナンツ条項を

付した融資先はいずれも

シンジケートローンとし

ての取組みであり、すべ

てレンダーとしての参加

である。 

【相手方にとっての成果】 

不動産担保・保証、連帯保

証人の提供の手間が不要

になった。 

【当金庫にとっての成果】 

財務制限条項を含むコベ

ナンツについてある程度

の知識は修得できた。 

【評   価】 

今後は、信用リスクの計量

化と並び、コベナンツの活

用をさらに進めたい。 

【今後の課題】 

コベナンツは対象範囲が

広くコベナンツ条項の活

用についてはさらに研究

が必要 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   中小企業に適した資金供給手法の徹底 

    シンジケートローンの活

用 

当金庫のシンジケートロ

ーン第１号は、平成 17年

5月に北九州市に対し取組

みをしたもので、方針とし

ては担保・保証に過度に依

存しない融資として、又シ

ンジケートを組むことで

リスクの分散が図れる等

によるものである。 

シンジケートローンにつ

いては、全てレンダーと

しての参加であるが、近

年は独立行政法人に対す

る融資が増加した。 

(1) 地公体に対し 2,132

百円を実行した。 

(2) 独立行政法人 1 社に

対し 1,500 百万円の融

資を実行した。 

【相手方にとっての成果】 

大型プロジェクト等で資

金が必要になった場合な

ど複数の金融機関を利用

する事で多額の融資を受

ける事が出来る。 

【当金庫にとっての成果】 

(1) シンジケートローンに

ついては、現在15社・29

件の取扱がある。内容は、

地公体向けのほか、ＰＦ

Ｉ融資、ノンリコースロ

ーン、コミットメント型

シンジケートローン等各

種融資あり 

(2) コベナンツ管理も含

め相応のノウハウは修

得できた。 

【評   価】 

取扱に当たっては、仕組み

や他行の取扱状況とリス

ク面も併せ、信金中央金庫

の指導を受けながら、審査

部内でも勉強会を行い、習

得を図った。特に、コベナ

ンツ管理については不十

分であったが、平成21年

2 月にコベナンツ管理要

領を制定し、パソコンでの

システム管理の構築を行

った。 

【今後の課題】 

企業の将来性や返済原資

を確実に行いリスクにつ

いての意識付けと、信用コ

ストが発生しないよう十

分な管理を行うこと。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

    新ＴＫＣ提携ローンの活

用 

中小企業の税務・会計・経

営に関する相談相手とし

て税理士は非常に重要な

役割を果たしている。税理

士の専門家組織であるＴ

ＫＣの会員との連携をよ

り深め、精度の高い財務分

析を行い、併せて顧客の定

性情報を十分に考慮し、中

小企業の資金ニーズに対

するもの。 

平成20年 8月 1日より、

中小企業経営者・税理士・

福岡ひびき信用金庫が一

体・相互協力して、企業の

経営計画策定を行い、その

計画に基づき妥当性に基

づき融資を行う提携新融

資商品「スクラム」を開

発・販売した。 

【相手方にとっての成果】 

財務内容等改善を目的と

してＴＫＣ会員税理士の

推薦を受けることで事業

資金融資を受けることが

出来るようになった。 

【当金庫にとっての成果】 

ＴＫＣ北九州支部と連携

して、ＴＫＣ会員税理士の

推薦を受けた中小企業者

を対象とした商品を継続

推進できる。 

【評   価】 

提携商品「スクラム」につ

いては、取扱件数は数件で

ある。今後は、当金庫職員

やＴＫＣ会員相互につい

て、理解は深め取組みを強

化していく。また、融資商

品の取扱だけに止まらず、

ＴＫＣ会員と相互連携し

た中小企業支援体制を進

め、地域の中小企業の活性

化に資する。 

【今後の課題】 

営業店への浸透とＴＫＣ

会員税理士との連携。 

   身近な情報提供・経営指導・相談 

    公的制度等に係る情報提

供 

中小企業基盤整備機構と

業務連携を行い、地域にお

ける中小企業への支援、ベ

ンチャーの育成、産業用地

の利用・活用の推進、共済

制度の普及・加入促進、そ

の他中小企業に役立つ情

報交換などの分野に係る

両者間での連携を円滑に

するため、相互に協力し、

地域経済の活性化と中小

企業支援の促進に寄与す

る。 

 

定期的な情報交換や相談

案件紹介を行い、中小企

業基盤整備機構等の様々

な機能を活用し連携して

中小企業の支援を行う。 

【相手方にとっての成果】 

企業の経営課題解決や

様々な経営上の情報が各

分野に亘って入手できる。 

【当金庫にとっての成果】 

九州地域の県や市等の行

政機関、中小企業団体中央

会や工業技術センター等

の支援機関、政府系及び民

間金融機関とのコミュニ

ケーションを密にした連

携強化が図れた。 

【評   価】 

一定のネットワークの形

成や連携は実施できた。 

【今後の課題】 

組織的な連携の強化 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

    資金繰りや売上げ等に係

る経営改善指導 

中小企業の経営改善を行

っていくには中期の改善

計画を立案していく必要

があるが、その対応は十分

になされていないのが現

状である。計画書の立案支

援を通じて、当該企業の技

術力やノウハウなどの強

みを明確にし、確実な経営

管理を実施しながら改善

に取組んでいく。 

(1) 中小企業応援センタ

ー事業の一環として、公

認会計士、中小企業診断

士を招聘して個別経営

相談会を 13 回実施する

とともに継続支援とし

て専門家派遣を行う。 

(2) 毎年実施している審

査トレーニーを今年度

は融資担当者を対象に

年6回実施した。 

【相手方にとっての成果】 

中小企業者にとってはあ

る程度実務的な経営指導

を受けることができた。 

【当金庫にとっての成果】 

相談会や内部研修を経て、

営業店においても取引先

に対して財務内容に偏ら

ない実務的な業務改善指

導の大切さが再認識でき

た。 

【評   価】 

個別経営相談会により、一

定の成果をあげる事が出

来た。 

【今後の課題】 

個別経営相談会・専門家派

遣の継続 

    財務書類の作成、後継者育

成等に係る相談 

中小企業診断士や外部専

門家による研修を充実さ

せ、取引先からの課題や経

営相談に対し、対応できる

能力のレベルアップを図

る。 

(1) 中小企業応援センタ

ー事業の一環として、事

業計画書作成セミナ

ー・事業承継セミナーを

実施。また、公認会計

士・中小企業診断士等を

招聘しての取引先向け

個別経営相談会を 13 回

実施した。 

(2) 中小企業基盤整備機

構、Ｍ＆Ａ支援機関、中

小企業診断士、公認会計

士による職員向け研修

を2回実施 

 

 

 

 

 

 

【相手方にとっての成果】 

中小企業者にとっては専

門家の指導により程度の

高い経営指導を受けるこ

とができた。 

【当金庫にとっての成果】 

個別経営相談会により取

引先企業の経営課題に対

しある程度の助言や指導

ができた。また、研修によ

り職員の対応能力のレベ

ルもある程度高めること

ができた。 

【評   価】 

今後とも、中小企業の発展

と地元経済の活性化に寄

与することを目的とし、個

別経営相談会の実施や各

種セミナーを開催してい

く。 

【今後の課題】 

継続的な支援 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

  中小企業のライフサイクルに沿った取組み 

   事業再生 

    中小企業再生支援協議会

の活用(全国組織の活用) 

中小企業再生支援協議会

版ＤＤＳによる再生可能

性を中小企業再生支援協

議会と協力し支援するも

の。 

21年 1月に中小企業再生

支援協議会に案件を持ち

込み、株主責任、経営者

責任を組み込む経営計画

書を策定した。協議会が

計画書を検証後、取引金

融機関に説明後計画案が

了承された。その後、活

用はありません。 

【相手方にとっての成果】 

21 年 3 月に中小企業再生

支援協議会版ＤＤＳを行

った。 

(1) ＤＤＳ実施による金

利減免により財務改善に

寄与。 

(2) タイトになっていた

資金繰りからの開放が図

れた。 

【当金庫にとっての成果】 

ＤＤＳに対するノウハウ

の蓄積ができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評   価】 

中小企業再生支援協議会

版ＤＤＳは破綻懸念先を

対象とした再生手法であ

り、要旨を十分理解し株主

責任と経営者責任を明確

にすることで活用できた。

今後も適宣取組む。 

【今後の課題】 

ＤＤＳ手法の尚一層の研

究とリスク面の把握 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

    ＤＤＳの活用 20年11月7日公表された

中小企業再生支援協議会

版ＤＤＳは中小企業再生

手法として有効と判断し

た。当金庫も平成 21 年 3

月に実行した。又、経営不

振に陥っている別の企業

に対し再生するため、従来

型のＤＤＳを実施した。 

(1) 中小企業再生支援協

議会に再生計画を提出

し、協議会から派遣され

た会計士、中小企業診断

士が計画を検証した。全

取引金融機関が再生計

画を承認した。 

(2) 従来型ＤＤＳについ

て検討を重ねながら他

行の同意を得るための

交渉を行った。併せて、

企業の債務を企業の資

本に交換する手法であ

るＤＥＳを実施した。 

【相手方にとっての成 

(1) ＤＤＳ実施による金  

利減免により財務内容

の改善が図れた。 

(2) タイトになっていた

資金繰りからの開放が図

れた。 

【当金庫にとっての成果】 

(1) 平成 21年 3月に協議

会版ＤＤＳを実行した。

中小企業で破綻懸念先に

対する再生スキームとし

て活用範囲は大きい。 

(2) 平成 22年 3月に従来

型ＤＤＳに実行と、ＤＥ

Ｓについても併せて実行

することで他行のリスケ

を促すことが出来、該当

企業の再建スキームを指

導することができた。 

【評   価】 

契約書を精査しコベナン

ツを検証することでノウ

ハウの蓄積ができた。 

【今後の課題】 

再建よりも回収順位が务

後するなどデメリットが

ある。 

    信用保証制度の適切な活

用を踏まえたＤＩＰファ

イナンスの活用 

事業再生先に対し支援を

目的として保証協会保証

付事業再生保証融資の活

用を推進するもの。 

認証支援機関の指導や再

生計画を策定した企業で

再生の可能性が確認でき

れば対応する。 

【相手方にとっての成果】 

事業再生を目指す企業に

とっては、保証協会の保証

が付けば再生の可能性が

ある。 

【当金庫にとっての成果】 

平成15年度に1件の50百

万円の取組を行ったが、以

降取組実績はない。 

【評   価】 

再生支援先への運転資金

需要に対しては保証協会

保証付事業再生融資の活

用を検討する。 

【今後の課題】 

再生支援先の一層の内容

把握とＤＩＰファイナン

スの研究。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   創業・新事業支援 

    新連携・産学間の連携 事業に対して前向きな経

営者に対してタイムリー

な支援が出来るようパイ

プ役となる。 

(1) 中小企業応援センタ

ー事業を北九州商工会

議所・（財）北九州産業

学術推進機構・九州工業

大学・北九州市立大学と

の「産学官金連携」によ

りコンソーシアム受託 

(2) 中小企業応援センタ

ー事業受託・産業支援金

融プラットフォーム参

画により九州経済産業

局・中小企業基盤整備機

構との連携の強化 

(3) ひびしんビジネスフ

ェア 2010 において、大

学・中小企業基盤整備機

構等が支援機関として

出展し、経営・技術相談

を実施 

(4) 平成 22 年 10 月の産

学連携フェア出展によ

る対外的なＰＲ活動の

実施 

【相手方にとっての成果】 

事業の経営上の悩みや課

題に対して、当金庫の保有

するネットワークを活用

し専門家の支援を受ける

など財務を含む経営上の

悩みを解決できる可能性

が増えた。 

【当金庫にとっての成果】 

新連携の承認認定はなか

った。産学官連携は、中小

企業応援センター事業・ひ

びしんビジネスフェア

2010 において実務面での

協働態勢が確立できた。 

【評   価】 

平成22年度中小企業応援

センター事業での北九州

地域における産学官金に

よるコンソーシアム体制

を活用しながら構成法人

との連携強化が図れた。 

【今後の課題】 

中小企業支援ネットワー

ク事業廃止後の連携体制

の継続・充実 

    再チャレンジ信用保証制

度の活用 

創業・新事業支援のため、

保証協会再挑戦保証制度

を主体に事業支援するも

の。 

創業者等の資金相談があ

れば再チャレンジ信用保

証制度を検討する。 

現在のところ取扱実績は

ないが今後も継続的に行

っていく。 

【評   価】 

該当先があれば再挑戦保

証制度について対応して

いく。 

【今後の課題】 

対象先の発掘と継続的な

支援 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   事業承継 

    相続対策のコンサルタィ

ング、株式買い取りに関す

る資金面の支援やＭ＆Ａ

のマッチング支援 

中小企業経営者の高齢化

が進む中、中小企業の廃業

率が開業率を上回るなど、

中小企業数は趨勢的に減

尐している。しかし、廃業

した企業の中には、他社へ

の売却や後継者が存在し

たならば事業継続可能で

あった企業も存在する。地

域金融機関として事業承

継を積極的に支援し、地域

経済活性化を行う。 

(1) 業務提携先である日

本Ｍ＆Ａセンターやし

んきんキャピタルへの

事業承継案件の相談 

(2) 事業承継セミナーの

開催 

(3) 事業承継マッチング

支援制度を活用した情

報提供 

【相手方にとっての成果】 

事業承継セミナーでは、事

業承継事例を 2 企業に依

頼し、パネルディスカッシ

ョン形式で実施した。実体

験に基づくものであり参

考になる点が多々あった。 

【当金庫にとっての成果】 

事業承継支援の前提とし

ての企業価値評価方法に

ついては継続して整備を

行っている。 

【評   価】 

当金庫取引先からの事業

承継にかかる相談を受け

付けているが、いまだ十分

な対応が出来てはいない。

今後も引き続き、各種研究

会・セミナーに参加し、ノ

ウハウの蓄積、ネットワー

クの構築に取り組んでい

く。 

【今後の課題】 

ノウハウの蓄積・支援体制

の整備 

    法務、財務、税務等の外部

専門家と連携した取組み 

中小企業経営者の高齢化

が進む中、中小企業の廃業

率が開業率を上回るなど、

中小企業数は趨勢的に減

尐している。しかし、廃業

した企業の中には、他社へ

の売却や後継者が存在し

たならば事業継続可能で

あった企業も存在する。地

域金融機関として事業承

継を積極的に支援し、地域

経済活性化を行う。 

(1) 地域ブリッジファン

ドとの連携強化 

(2) 事業承継セミナーの

開催 

(3) 事業承継マッチング

支援制度を活用した情

報収集 

(4) 先進金庫視察による

支援体制構築 

【相手方にとっての成果】 

企業にとって事業承継等、

事業を継続する上での課

題や悩みに対し、税理士等

の外部専門家による相談

受付が可能となった。 

【当金庫にとっての成果】 

中小企業応援センター事

業を活用し外部専門家を

派遣し、外部専門家との協

力・連携体制は整備されつ

つある。引き続き、地域ブ

リッジファンドとの連携

強化を図り情報収集に努

めていく。 

 

【評   価】 

事業承継支援を行う上で

の基本的な態勢整備が出

来たが、支援実務を行う上

で、ノウハウ及びネットワ

ークは更なる拡充が必要

な段階である。 

【今後の課題】 

企業の財務内容を含む目

利き力の強化と外部専門

家との連携の強化 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

  個人のライフプランを支援する取組み 

   レディス・セットプランの検討 女性の社会進出や女性の

ための制度の見直しが社

会では進められており、金

融商品についても検討が

必要であると考慮した。 

融資金利を通常の金利よ

り低めに設定した「女性

専用フリーローン」等の

検討、「女性の開業支援資

金」の検討を始めようと

している段階であり、具

体的な取り組みはまだ始

まっていない。しかし、

女性向け定期預金（金利

上乗せレディースサポー

ト）や女性創業塾など女

性向けの商品やセミナー

を随時開発している。 

【相手方にとっての成果】 

(1) 定期預金募集状況取

扱い Ｈ22.4～Ｈ23．3 

実績 192 件 312,034 千

円  

(2) 女性創業塾を開催（平

成 23年 2月 受講者 35

名 受講終了 23名） 

【当金庫にとっての成果】 

(1) がん撲滅に向けての

検診推進という趣旨のＣ

ＳＲ活動ができた。 

(2) 女性の独立・創業に向

けた支援活動ができた。 

【評   価】 

(1) がん検診受診率向上

に向けて、北九九州市・

保険会社とともに支援活

動をお客様にアピールす

ることができた。 

(2) 今後女性の独立も増

加することが予想され地

域のニーズにあったセミ

ナーを開催することがで

きた。 

【今後の課題】 

(1) 女性専用のローン等

の検討が課題。 

(2) 女性創業塾受講者の

今後の支援および開業支

援商品の開発。 

   新商品：｢子育て応援プラン｣の推進 経済環境悪化の折、シング

ルマザーの増加等、子育て

に際し財政的に厳しい世

帯が増加してきている中、

金融機関としてこれまで

対応出来ていなかった、産

休中の融資機能や小口子

育て関連資金への低利融

資の特徴をもつ、子育て専

用ローンを導入すること

で、世間全体の尐子化対策

としての子育て応援の流

れを支援していくもの。 

本商品を当金庫の既往商

品である子育て応援シリ

ーズの第4弾と位置付け、

他の子育て応援商品と併

せた仮申込書付の専用チ

ラシを作成、営業店職員

による店周ローラーや当

金庫ホームページ等でも

積極的に告知活動を実施

した。 

【相手方にとっての成果】 

平成 21年 1月発売後、実

行は、5件 4,070千円。 

【当金庫にとっての成果】 

住宅ローン、教育ローン以

外の子育て支援ローン商

品としての品揃えが出来

た。 

【評   価】 

実行件数自体は尐なかっ

たものの、これまでの当金

庫商品では対応しきれな

った産休中の方からの申

込み等が図れており、導入

による一定の効果はみら

れた。 

【今後の課題】 

子育て世帯に対し、当金庫

の子育て応援商品を含め

た積極的なＰＲの実施。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   団塊世代向け定期積金の検討 団塊世代の退職者の増加

に伴い、退職後、年金を受

給するまでの間、安心して

暮らせるためのつなぎ資

金として、退職前から準備

し積み立てて頂くことを

目的に検討することとな

った。 

平成21年5月に「傷害保

険付定期積金『そなえ積

金』」（掛込期間10年）を

急遽発売し、総額25億円

の契約を獲得した。これ

に伴い、定期積金新商品

の検討を一時休止、その

後、団塊世代の大半が定

年退職をむかえたため、

年金受給開始までのつな

ぎ資金や老後資金として

の積立の必要性が薄れた

ため、お孫さんのための

「お宝“孫”積金」を平

成22年6月に発売した。 

発売せず、成果はありませ

ん。 

【評   価】 

発売までに至ってなく、評

価できません。 

【今後の課題】 

団塊世代の退職がほとん

ど終え、今後、高齢者向け

支援商品を検討する。 

 

 地域との連携強化 

  地域の中小企業に対する情報仲介機能の発揮 

   コンサルタィング能力・態勢の強化

やビジネスマッチング等を活用し

た支援 

中小企業基盤整備機構と

業務連携を行い、地域にお

ける中小企業への支援、ベ

ンチャーの育成、産業用地

の利用・活用の推進、共済

制度の普及・加入促進、そ

の他中小企業に役立つ情

報交換などの分野に係る

両者間での連携を円滑に

するため、相互に協力し、

地域経済の活性化と中小

企業支援の促進に寄与す

る。 

ひびしんビジネスフェア

2010 を実施、中小企業基

盤整備機構をはじめとし

た支援機関も相談対応の

ためブース出展、又、定

期的な情報交換や相談案

件紹介を行い、中小企業

基盤整備機構の様々な機

能を活用し連携して中小

企業の支援を行う。その

一環として同機構主催の

ビジネスフェアに当金庫

取引先が1社出展した。 

【相手方にとっての成果】 

自社製品の販売戦略およ

び販路開拓などについて

の課題解決の方向性が見

えてきた。 

【当金庫にとっての成果】

当金庫主催のビジネスフ

ェアにおいて、支援の幅が

広がった。又、中小企業基

盤整備機構のプロジェク

トマネージャーとの連携

強化が図れた。 

【評   価】 

一定のネットワークの形成や連

携は実施できた。 

【今後の課題】 

組織的な連携の強化 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   ｢ひびしんビジネスマッチング｣の

継続開催による取引先中小企業の

営業力強化に対する支援 

当金庫の顧客組織である

「ひびしん同友会」「ひび

しんニューリーダー会」を

はじめとする取引先中小

企業と北九州地区をはじ

めとする幅広い業種の中

小企業の発展と地域経済

の活性化に寄与するため、

当金庫のネットワークを

最大限に活かし、お客様に

新たなる出会いを提供す

ることによって、ビジネス

チャンスの一助となるこ

とを目的とする。 

平成22年11月16日に出

展企業、一般参加企業、

バイヤー、関係機関等に

よるオープン方式の商談

会「ひびしんビジネスフ

ェア2010」を開催した。 

商談方法は、出展企業相

互あるいは事前マッチン

グしている一般参加企業

での個別商談、フリー商

談を行う。また、事前予

約制によるバイヤー商談

会・経営相談や出展企業

プレゼンテーションを実

施した。 

【相手方にとっての成果】 

フェア当日の出展企業ア

ンケートより、商談成約

65件（個別34件、フリー

21件、バイヤー10件） 

【当金庫にとっての成果】 

企業の本当の姿（製造方

法・仕入先・販路等）をみ

ることが出来た。取引先を

調査し、提案していく営業

スタイルを勉強できた。 

【評   価】 

参加企業の事前マッチン

グの仲介、フェア開催当日

のマッチングサポート、フ

ェア開催後のマッチング

フォローを金庫職員が行

い、参加企業よりある程度

評価していただいたと思

われる。 

【今後の課題】 

同じパターンでの開催は

参加企業のコンセンサス

は得られないと思われ、次

回開催は業種限定・規模拡

大・広域開催等を検討す

る。また、平成 23 年 11

月9日 九州北部13信用

金庫にて合同商談会を開

催する。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

  地公体・地域関連機関等との連携 

   国、地公体との連携による中小企業施策の活用 

    地域力連携拠点事業への

取組み 

地域金融機関として中小

企業支援を行う地域力連

携拠点事業を受託し、地域

経済活性化に寄与するも

の。 

平成22年度は地域力連携

事業の後継事業として中

小企業応援センター事業

を北九州商工会議所・

（財）北九州産業学術推

進機構・九州工業大学・

北九州市立大学との「産

学官金連携」によりコン

ソーシアム受託した。そ

の一環として中小企業の

抱える様々な課題解決に

向け相談業務・専門家派

遣を通じた取組みを行っ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【相手方にとっての成果】 

事業の経営上の悩みや課

題に対して専門家の支援

を受けるなど財務を含む

経営上の悩みを解決でき

る可能性が増えた。 

【当金庫にとっての成果】 

様々な分野において経営

相談を実施し、専門家と連

携して課題解決支援を行

い、ノウハウの蓄積ができ

た。 

【評   価】 

事業の経営上の悩みや課

題に対して専門家の支援

を受けるなど財務を含む

経営上の悩みを解決でき

る可能性が増えた。 

【今後の課題】 

経営相談および専門家派

遣を継続して行い課題解

決支援を図っていく 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   地公体との連携によるＣＳＲの取組み 

    市民のがん検診受診率向

上への取組み（医療機関へ

のアプローチ） 

「がん」による死亡が1981

年以降日本人の死因の第1

位を占め、年間 30万人以

上の方が亡くなっており、

社会全体としてその対策

を推進して行こうとする

機運が高まってきた。その

中で、北九州市の「がん」

検診受診率を調べると、政

令指定都市では最低であ

った。北九州市に本店を置

く唯一の金融機関の社会

的使命として、「がん」検

診受診率向上の啓蒙活動

を行うことを考え、北九州

市及び保険会社との協働

で、「北九州市民を『がん』

から守るプロジェクト」を

立ち上げた。 

本プロジェクトを浸透さ

せるための活動拠点とし

て、当金庫の北九州市内

の39店舗、東京海上日動

火災、アフラック、富国

生命が各 1 店舗にて啓蒙

活動を行っている。拠点

においてリーフレット等

で「がん」検診受診を呼

びかけ、検診を受診し、

アンケートにお答えを頂

いた方に記念品を進呈し

ていが、平成23年3月よ

りアンケート方式からク

イズ方式に変更した。 

【相手方にとっての成果】 

リーフレット等の配布に

より、がん検診の意識が高

揚した。 

【当金庫にとっての成果】 

平成21年7月13日協定締

結後のアンケート回収は、

平成 23年 2月末で当金庫

分924件、保険会社3社計

286件、合計1,210件。ク

イズ回収は、実施後1ヵ月

で当金庫55件となった。 

【評   価】 

アンケート回収結果から、

一応の成果があったもの

と思うが、本プロジェクト

により実際に「がん」検診

を受診された方がどの程

度いるか数値は把握でき

ていない。 

【今後の課題】 

本プロジェクトの普及活

動が、現状、リーフレット

の配布に止まっており、今

後、医療機関とともに「が

ん」に関する講演会やイベ

ントによる啓蒙活動の活

性化が望まれる。 

   ＰＦＩへの取組み 地公体・地域関連機関との

連携を図ること、融資手

法のノウハウ蓄積を図

り多様なニーズに的確

かつタイムリーに応え

るための態勢構築を図

ることを目的とする。 

過去の実績ノウハウを活

用し、関係各機関からの

情報収集に取組み案件発

掘に努めていった。 

【相手方にとっての成果】 

安定した返済原資がある。 

【当金庫にとっての成果】 

新しい融資手法により多

様なニーズに応えること

が可能となる。 

【評   価】 

取扱い件数は 2 件とまだ

尐ないが、ある程度はノウ

ハウの蓄積ができた。 

【今後の課題】 

情報収集力の強化と営業

店へのノウハウ共有 

 

 

 



16 

 

分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

  地域再生に取り組む｢地域市民｣との連携強化 

   地域経済全体を展望したビジョン

策定への支援 

地域経済全体の活性化は

地域金融機関としての使

命であり、当然取組むべき

ものであるため。 

北九州商工会議所に職員

を１名出向派遣した。又、

「北九州障害者職業能力

開発検討会」「北九州市障

害者就業生活支援センタ

ー業務連絡会議」「北九州

金融懇話会」「経営改善貸

付推薦団体協議会」「19大

都市商工会議所金融担当

課長会議」に参加し雇

用・金融面から支援して

いる。 

【相手方にとっての成果】 

金融のノウハウを生かし、

成果を上げている。 

【当金庫にとっての成果】 

北九州市の雇用、金融面の

支援は行政の問題であり、

金庫の使命でもある。 

【評   価】 

雇用の斡旋、相談、金融面

の相談は地域活性化に繋

がる。地道な活動ではある

が確実に成果を上げてい

る。 

【今後の課題】 

雇用情勢は厳しい状況に

あり、中小零細企業の財務

内容も決して良好とは言

えない。商工会議所との連

携を密にし、地域金融機関

としての機能を発揮して

行く。 

   ｢公民連携｣へのコーディネーター

としての参画 

地域金融機関の使命とし

て、地方公共団体主催の各

種事業には積極的に参画

してきており、今後とも継

続していく。 

北九州市主催の「ひまわ

り塾」に職員１名参加。

生涯学習塾「夢追い塾」

に１名参加。その他各地

域主催の町おこしイベン

ト、祭り等に職員が参加

した。 

【相手方にとっての成果】 

イベントの成功には当金

庫の協力が必要との評価

を受けた。 

【当金庫にとっての成果】 

町づくり、町おこしは地域

金融機関の使命であり、成

果は確認出来た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評   価】 

計画通りに実施出来た。 

【今後の課題】 

今後とも出来うる限り積

極的に派遣、参加してい

く。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   商工会議所等との連携 北九州商工会議所と連携

し、地域経済発展への貢献

に向け、協力していく。 

北九州商工会議所へ職員

を１名、出向派遣してい

る。今後も継続して派遣

し、情報を密に連携を図

っていく。主に雇用の創

出、高齢者、障害者の政

策、後方支援。金融斡旋、

推薦、相談業務に従事し

ている。 

【相手方にとっての成果】 

金融知識を活かす部署に

配置され、中小零細企業、

市民の相談に応じている。 

【当金庫にとっての成果】 

地域企業の動向、雇用情勢

等の情報が得られる。 

【評   価】 

地道ではあるが、地域に役

立つ活動を展開している。 

【今後の課題】 

地域金融機関、中小企業専

門金融機関である当金庫

がさらに、連携を密にし、

地域の発展の為に積極的

に貢献していく。 

   コミュニティ・ビジネスやＮＰＯへ

の支援・融資(マイクロファイナン

ス的な取組み等) 

人口減尐が進む地域での

活性化には、ＮＰＯ法人へ

の融資にも取組む必要性

が大きい。地域金融機関と

して事業目的が確立し、社

会的資本の役割を持つＮ

ＰＯ法人に対して信用金

庫の金融機能の責務を果

たす。 

(1) 定例の融資会議でＮ

ＰＯ法人に対する基本

姿勢を営業店に周知さ

せている。代表者の事業

構想を確認し、収益性や

事業の継続性が十分に

検証できれば取組む。 

(2) 九州経済産業局とソ

ーシャルビジネス・コミ

ュニティビジネスにか

かる情報交換を行う。ま

た、当金庫の経営者賞ソ

ーシャルビジネス部門

についても支援策の一

環としてＰＲ。 

【相手方にとっての成果】 

内容分析の上、雇用の確保

と収益を上げる事業体で

あれば事業資金の調達が

出来る。 

【当金庫にとっての成果】 

具体的な成果は上がらな

かったものの、基本的な取

り組み姿勢は浸透しつつ

ある。またコミュニティ・

ビジネスについて、九州経

済産業局などの支援機関

との人的ネットワークも

構築しつつある。 

【評   価】 

ＮＰＯ法人でも雇用を確

保し、収益を上げる事業体

であることを認識し対応

している。 

【今後の課題】 

(1) ＮＰＯ法人などソー

シャルビジネス・コミュ

ニティビジネスの担い手

に対する、事業内容の正

確な把握と継続的な動向

の把握 

(2) 特に地域振興、子育て

支援、福祉、環境など地

域における重要な社会的

課題に取り組む担い手へ

の支援を充実 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

 戦略的地域貢献活動による持続可能性の向上 

  ｢地域活性化しんきん運動｣の推進 

   商店街応援キャンペーン｢１・８(市

場)ＤＡＹ｣継続実施 

平成20年7月16日「1・8

（市場）ＤＡＹ」を制定、

本制定は地元商店街で買

物をし、商店街の活性化を

応援するものである。今年

で3年目であるが、継続し

て応援をする。 

毎月18日までに1回以上

は地元商店街で買い物を

行う。対象者は当金庫役

職員および家族である。

平成22年度までは、毎月

5 日までに部室店毎に取

りまとめて、業務部に報

告し集計、買い物の金額

制限はしていない。今年

度は、ある程度意識付け

も出来たと思われ報告は

行わない。 

【相手方にとっての成果】 

平成22年度（平成22年4

月～平成 23年 3月までの

1 年間）買い物件数 

11,904 件、金額 28,857

千円 

【当金庫にとっての成果】 

職員が地元商店街を利用

する意識付けができた。 

【評   価】 

3 年目を迎え役職員に浸

透している。しかし、月平

均で見ると1年目は1,554

件・3,987百万円、2年目

は1,349件・3,031百万円、

3年目は992件、2,404百

万円となり、対前年では減

尐傾向となっている。 

【今後の課題】 

数、金額を増やすためにも

う一度役職員に協力要請

をする必要がある。地元商

店街に対し、応援している

ことをもっとＰＲ出来た

ら良いと思われる。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

  地球環境、循環型社会づくりの貢献 

   省エネルギーへの取組み強化 

    電力、コピー用紙、ガソリ

ン等の使用量管理 

信用金庫業界では、ＣＳＲ

の一環として環境問題に

寄与するため、電力使用量

の削減を目標とし、温暖化

対策の数値目標を設定し

た。これを受けて、当金庫

では、電力のみにとどまら

ず、ガス、ガソリン、コピ

ー用紙に対象を広げ、エネ

ルギー削減への取組とし

た。 

(1) 節電により、使用量

は、平成 19 年度を基準

に平成 24年度までに 6%

以上削減 

(2) クールビズ、ウォー

ムビズの実施。 

(3) エレベーター利用の

自粛｢2上がり 3下り｣の

実行 

(4) コピー用紙に再生紙

を利用 

(5) 営業車両の台数・車

両の見直し(今年度エコ

カー3台導入) 

(6) ＬＥＤ照明への取替 

【相手方にとっての成果】 

使用エネルギー減尐によ

る、地球温暖化防止への貢

献 

 

【当金庫にとっての成果】 

(1) 電力量 対前年4.8%増

加 

(2) ガス  対前年 21.3%

増加 

 

【評   価】 

21 年度までは順調に削減

していたが、昨年22年度

は夏期に異常な猛暑、冬期

は厳冬が続きむしろ対前

年を大きく上回った。 

 

【今後の課題】 

従来の｢チーム・マイナス

6%｣運動が、2020年までに

25%削減という｢チャレン

ジ 25 キャンペーン｣に生

まれ変わったことにより、

さらなる努力が必要であ

る。 

    クールビズ・ウォームビズ

の徹底 

電力消費量については、夏

季、冬季の空調機使用に伴

う電気量が大きなウェイ

トを占めており、これを削

減するものとして実施 

(1) 6月～9月室温 28°C 

に設定し、服装は原則ノ

ー上着、ノーネクタイと

する。 

(1) 12月～3月室温20°C 

に設定する。 

(3) クールビズ実施中

は、ポスターの掲示、ワ

ッペンの着用等で職員

の意識の高揚を図る。 

【相手方にとっての成果】 

使用エネルギー減尐によ

る地球温暖化防止への貢

献 

 

【当金庫にとっての成果】 

(1) 電力量 対前年4.8%増

加 

(2) ガス  対前年 21.3%

増加 

【評   価】 

22 年度は猛暑、厳冬及び

検査等により、空調稼働時

間が長くなり減尐が図れ

なかった。 

 

【今後の課題】 

2020 年までに 25%削減と

いう｢チャレンジ 25 キャ

ンペーン｣へのさらなる挑

戦 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

    エコドライブ ガソリン使用量削減方策

の一環として取組む。 

(1) エコドラ北九州プロ

ジェクトにオブザーバー

として参加 

(2) カーシェアリングに

よる本部・営業店車両の

見直し及び削減(23 年 4

月より本部23年7月より

各営業店実施予定) 

(3) 営業車買換え時には

低燃費車(エコカー、軽

自動車)を購入今年度

エコカー3台購入済 

【相手方にとっての成果】 

ガソリン使用減尐による

地球温暖化防止への貢献 

 

【当金庫にとっての成果】 

エコカー3台購入済 

 

【評   価】 

本格的エコドライブは導

入出来なかった。 

 

【今後の課題】 

リース会社大手との協調

によりガソリンの一元化

等を計画しているが、デメ

リットもあり、23 年度を

試験時期としている。 

   環境保護対策としての取組み 

    信用保証協会等と連携し

た環境分野に取り組んで

いる企業等に対する融資

支援 

国を挙げての温暖化対策

を認識し環境保護に対す

る意識を深め、環境保護等

に対応する商品を開発す

る企業を支援するため、保

証協会と連携し積極的な

資金援助を行うもの。 

環境問題への対応とし

て、環境保護対策に関す

る技術開発を業とする企

業への融資商品の開発や

環境保護対策を実施しよ

うとする企業への融資推

進を目指す。 

【相手方にとっての成果】 

省エネや新エネルギーの

開発等に従事する企業に

とっては低金利で事業資

金の確保が出来る。 

【当金庫にとっての成果】 

市制度融資である「環境・

エネルギー対策資金」の平

成 22年度の取扱実績はな

いが、引続き環境分野に取

組む企業があれば積極的

に取組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

【評   価】 

22 年度の取扱実績はない

が今後も引続き環境対策

に対する意識を高揚させ

積極的に取組んでいく。 

【今後の課題】 

営業店の意識高揚と継続

的な取組 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

    カーボンオフセット付住

宅ローン、預金商品の検討 

環境問題に対する企業の

社会的責任を果たすため、

本業の金融機能を活用し

た環境配慮型金融商品の

提供により、環境分野への

ＣＳＲを取り組むことと

した。そのなかで、地球温

暖化対策として注目され

ているカーボンオフセッ

トを住宅ローンや預金商

品に連動させて、ＣＯ₂の

削減による地球温暖化防

止に貢献することを目的

に検討している。 

平成 21 年 10 月から北九

州市環境局主催の「北九

州カーボンオフセット・

エコポイント統合システ

ム検討準備会」に参加し、

商品開発に向け検討中、

平成22年6月発売のこど

も積金「キッズ100」と高

齢者世帯応援商品「お宝

“孫”積金」の 2 商品に

ついて、カーボンオフセ

ット付証書を採用した。 

【相手方にとっての成果】 

定期積金の新規契約をす

ることによって、地球温暖

化防止のためのＣＯ₂削減

に貢献している。 

【当金庫にとっての成果】 

2商品あわせて、1,500件 

1,255百万円の契約額とな

った。 

【評   価】 

定期積金証書の製造時に

排出されるＣＯ₂250 ㎏を

プロバイダーを通じて、イ

ンドで化石燃料の代わり

となるエネルギーを風力

発電し相殺しており、地球

温暖化防止に貢献できる

ものと思われる。 

【今後の課題】 

カーボンオフセットの排

出権取引について、クレジ

ットの認証機関選定につ

いて検討が必要である。 

    エコ定期、エコ定期積金の

継続販売 

環境問題に対する企業の

社会的責任を果たすため、

また当金庫のＣＳＲ活動

の一環として環境保護対

策支援商品を作り、お客さ

まにも環境に対する意識

をもってもらおうと検討

した。 

平成22年9月より飲酒運

転撲滅定期預金を急遽発

売（Ｈ22.11～Ｈ23．1）

実績 6827件 、153億

円、福岡県の飲酒運転の

件数は全国一位と不名誉

な結果であり、ＣＳＲの

一環として定期預金を発

売、多くのお客さまに飲

酒運転撲滅に賛同してい

ただきました。そのため、

エコに対する定期性預金

販売は中止としました。 

 

 

 

 

取り組みはなく、実績はあ

りません。 

【評   価】 

検討中であり、評価段階で

はない。 

【今後の課題】 

環境保護対策とマッチし

た商品提供を常に検討し

ていくことが課題である。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

  金融教育による地域社会づくり 

   地域を担う若い世代や高齢者への

金融知識の普及 

地域のために貢献するこ

とは地域金融機関として

の使命であり、今後も積極

的に貢献していく。 

若い世代に対しては、イ

ンターンシップの大学生

を 2 名受入、中学生、高

校生の職場体験学習とし

てそれぞれ 1 名受け入れ

た。また、高齢者に対し

ては、年金相談会を各地

域で年間24回実施、資金

運用相談会を年間20回開

催した。 

【相手方にとっての成果】 

各相談会ともに評価は高

く、今後とも継続実施予定

であるが、若年者世代は実

施人数が尐なく、効果は薄

い。 

【当金庫にとっての成果】 

当金庫ＰＲと信頼度アッ

プにつながっている。 

【評   価】 

中高生の職場体験学習の

受け入れが尐なかった。そ

の他は計画通り実施出来

た。 

【今後の課題】 

若い世代へ金融知識の普

及として、職場訪問実習を

中学、高校へ働きかける。

また、高齢者には年金相

談、資産運用相談の更なる

充実を図っていく。 

独自性のさらなる発揮 

 顧客基盤の一層の活性化 

  総代会の機能向上（実効性の確保）と会員組織の適切な運営 

   エリア別総代懇談会の定着化 Ｈ20.3 月金融審議会第二

部会に｢協同組織金融機関

のあり方に関するワーキ

ングループ｣が設置され、

ガバナンスのあり方が論

点の一つとなった。その中

で、総代会の機能向上の要

請があり、業界の申し合わ

せ事項に沿って、金庫も対

応している。総代会に限定

することなく、総代の意見

を経営に反映させるため

実施。 

(1) エリア別総代懇談会

実施(年 1 回仮決算後開

催) 

(2) 平成22年10月25日

(月)中央・西部・福岡エ

リア 定員 73名 出席 56

名 

(3) 平成22年10月26日

(火)北部・東部・南部エ

リア 定員 75名 出席 48

名 

(4) 支店長と総代との懇

談会実施店舗 19店舗 

【相手方にとっての成果】 

金庫と直接意見交換をす

る場として活用できる。 

 

【当金庫にとっての成果】 

総代懇談会当日総代から

の質問と同時に今回事前

に各総代からのアンケー

ト方式により、質問をいた

だいており、その内容を事

務局より披露し、経営より

説明を受けた。 

【評   価】 

会員の意見を経営に反映

させるための取組のひと

つとして、有効に機能して

いると思われる。 

 

【今後の課題】 

懇談会当日総代への急な

質問の投げかけには戸惑

いもあり、今年度より採用

した事前アンケート方式

を定着化し、広く総代から

の質問、疑問に対処してい

く。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   総代会・総代に関する事項の開示 総代会・総代に関する事項

の開示 

総代会機能向上策に関す

る業界申し合わせ事項の

中で、総代選任手続の透

明性については、情報開

示で対応することとして

いる。 

申し合わせの開示項目は

下記の通り 

(1)総代会の仕組み (総

代会制度について) 

(2)総代候補者選考基準 

(総代候補者選考基準) 

(3)総代の選任方法 (総

代とその選任方法) 

(総代が選任されるまで

の手続きについて) 

(4)総代会決議事項 (第

59 回通常総代会の決議

事項) 

(5)総代の氏名 (総代名

簿) 

(総代年齢別、エリア別、

業種別構成比、出資会

員年齢別、エリア別構

成比) 

※( )は、ディスクロ－ジ

ャー誌に掲載の当金庫

開示項目名 

 

 

 

【相手方にとっての成果】 

開示内容の充実により、協

同組織運営に対する理解

を深める一助となった。 

 

【当金庫にとっての成果】 

開示内容の充実により、協

同組織運営の透明性を具

体的に説明できた。 

【評   価】 

業界申し合わせの開示項

目に加え、総代の属性別構

成比を表示し、さらにはホ

―ムページ上でも開示を

行っており、情報開示の充

実が図られた。 

 

【今後の課題】 

総代会の模様や会員の属

性別構成比の開示等につ

いては、検討の余地があ

る。 

 



24 

 

分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   会員向け業務報告の内容充実 協同組織運営に対する会

員の理解を深めるため、財

務等の透明性確保が必要

であり、業務報告の内容に

ついて一層の充実に努め

る。 

(1) 総代向け業務報告と

ほぼ同内容で作成。 

(2) 毎年、会員へ送付す

る｢事業のご報告｣の中

に｢ご意見をお聞かせ

ください｣の葉書を同

封。広く会員からの意

見を徴集。 

【相手方にとっての成果】 

財務内容について理解を

深める一助となった。 

 

【当金庫にとっての成果】 

会員からの｢声｣として本

年度も約 100 通ほどの回

収があり、その対応を処理

出きた。 

【評   価】 

一般顧客及び会員からの

苦情、質問等の窓口は開放

しているものの、その声と

してはなかなか経営に伝

わらないのが現実である。

苦情については現在メー

ルにて全店報告の義務を

させているが、それ以外の

アドバイス的なものがな

い。ただ今年で3回となっ

た。お客様の声については

かなりの会員への徹底が

出来てきたと思う。今後と

も定着化を図りたい。 

 

【今後の課題】 

会員自体会員たることの

認識がない為、金庫への関

心が薄いと思われる。今後

は会員向けのメリットを

考えた商品、イベント等も

企画しなくてはいけない。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

  会員間の「横のつながり」を促す 

   顧客サークル活動の活性化 (1)  ひびしん同友会 

（対象…経営者）  

(2) ニューリーダー会 

（対象…当若手経営者） 

(3) イングスクラブ 

（対象…企業の従業員お

よび個人） 

(4) 寿会 

（対象…年金振込み口座

を有する個人） 

(5) すみれ会 

（対象…女性個人） 

講習会、研修会、経営講

座、経営研修会、社会見

学、優良企業見学、懇親

会、旅行、その他会員が

希望する趣味のクラブ活

動および各種イベント 

【相手方にとっての成果】 

知識の習得、）会員相互の

親睦および金庫職員との

親睦、旅行・各種イベント

への低料金での参加。 

【当金庫にとっての成果】 

顧客の組織化を図ること

により取引の深耕および

情報収集を図る。 

【評   価】 

同友会エリア行事では、各

エリア100名～400名の参

加、すみれ会の宝塚観劇で

は過去最高 180 名の参加

者があり盛況であった。 

【今後の課題】 

同友会については原則、エ

リア・支部単位で活動を行

っており、積極的に活動し

ているエリア・支部とそう

でない支部との差ができ

ている。又、イングスクラ

ブ・すみれ会・寿会につい

ては参加者が固定化して

おり、会員の増加を図る。 

  地域を越えた業界ネットワークの活用 

   ｢しんきんふれ愛ネット｣等の活用 信金中央金庫より全国の

信用金庫に先駆けて、当金

庫にサイト立上げの協力

依頼があったものである

が、当金庫としてもビジネ

スフェアにおいて実施し

たマッチング業務の延長

線上の位置付けとして、引

き続き実施が必要な分野

の業務でもあることによ

り、今般取引先紹介を実施

するものである。 

[運営主体] 

（㈱ぐるなび）…サイト

の運営全般、掲載商品の

ページ作成・更新 

[紹介者] 

（当金庫）…取引先への

企画の案内、取引先の紹

介。 

[出店者] 

（当庫取引先）…サイト

への商品掲載（原稿作

成・画像提供） 

【相手方にとっての成果】 

実際のビジネスフェア以

外でも随時、取引先のマッ

チング支援がはかれる。 

【当金庫にとっての成果】 

商品掲載企業の紹介者と

して、サイト上に当金庫名

が表示される。 

【評   価】 

マッチングの機会をお客

様に与えることができた

ことがよかった。 

【今後の課題】 

22 年度は当庫のビジネス

フェアに注力したことか

ら、認知度が低く、思った

ほど集まらなかった。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

 ガバナンス・情報開示の充実 

  タイムリーな経営情報の開示 

   お客様目線のディスクロージャー

誌の編集 

経営の透明性に対する近

年の社会的な要請に応え

るため、決算状況と地域貢

献活動などに関するタイ

ムリーな経営情報の開示

に努める。 

振り込め詐欺に関する注

意喚起、被害者救済法の

概要、犯罪被害資金の振

込口座照会フリーダイア

ル、また、キャッシュ・

カードの偽造・盗難に関

する暗証番号に関する注

意喚起、当金庫の不正引

き出し防止への対応、偽

造・盗難発生時の受付ダ

イアル、偽造・盗難被害

補償など、CSR、地域貢献

活動取組み状況のみなら

ず、顧客保護の観点から、

金融犯罪の標的になりや

すい高齢者への注意喚

起、当金庫の対応、相談

窓口などの情報を掲載し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 22年度上半期ディ

スクロージャー誌に掲載

している。 

【評   価】 

限られた紙面であり、緊急

度・重要度等を検討し、顧

客保護に関する事項を優

先的に掲載している。 

【今後の課題】 

協同組織金融機関の観点

から、相互扶助の経営理

念、地元への資金還元、日

常的な渉外活動や金融関

連の情報などについて、分

かりやすく、身近な情報と

して開示を工夫する必要

性を認識している。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   社会貢献活動、環境問題への取組み

の開示 

経営の透明性に対する近

年の社会的な要請に応え

るため、決算状況と地域貢

献活動などに関するタイ

ムリーな経営情報の開示

に努める。 

ひびしんビジネスフェア

2010、商店街応援キャン

ペーン、環境に向けた取

組み、中小企業支援セン

ター事業、金融円滑化法

の対応に向けた態勢整備

などについて開示してい

る。 

 

平成 22年度ディスクロー

ジャー誌、ミニディスクロ

ージャー誌、第1四半期ミ

ニディスクロージャー誌、

上半期ディスクロージャ

ー誌、第3四半期ミニディ

スクロージャー誌に掲載

している。 

【評   価】 

地元商店街の活性化、地域

行事・ボランティアへの参

加、地場企業の支援などの

状況、また、CO２削減目標

値、電気・ガス使用量の削

減値、CO２換算の削減値な

どの計数情報を掲載した。 

【今後の課題】 

本業である金融機能を活

用して地球温暖化対策な

どに貢献していく「環境配

慮型金融商品」への取組み

などについても開示して

行く必要性を認識してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   半期決算導入に向けた態勢整備 現在、信用金庫について

は、法律に基づく半期決

算・半期開示に関する義務

付けはないが、信用金庫業

界では、「半期情報開示に

関する基本的考え方」を策

定し、3月末の法定開示に

加えて 9 月末にも情報開

示を行うことを申し合わ

せている。しかし、銀行で

は、債務者区分や償却・引

当などを統一された法制

度、会計慣行に基づき中間

決算、半期開示をすでに行

っており、適切なリスク管

理や比較可能性の面から

も、これと同等の対応を行

い、経営の透明性と地域や

顧客とのコミュニケーシ

ョンを高めていく必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月末仮決算に基づき、主

として以下の項目を開示

している。 

(1) 金融再生法ベースの

債務者区分による開示 

(2) 自己資本比率 

(3) 預金・貸出金の状況 

(4) 有価証券の時価情報 

(5) 損益の状況 

(6) 業務純益、経常利益、

当期純利益など 

(7) ＣＳＲ、地域貢献活

動の取組み、トピックス

など 

【業界申し合せでは、努力

目標としている 3 月末決

算と同じ内容の債務者区

分や償却・引当などを行

い、これに基づき半期情報

開示を行っている。 

【評   価】 

業界での申し合せ「半期情

報開示に関する基本的考

え方」で示されている開示

頻度、開示時期、開示項目

などについてはクリアし

ている。 

【今後の課題】 

半期決算・半期開示導入に

向けた今後の制度上、会計

慣行の方向性および業界

動向に注視し、会計手法、

開示手法などの検討を行

い、開示すて行く必要性を

認識している。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

  利用者意見の経営への反映 

   調査会社への委託による顧客満足

度調査の実施と取組み 

平成 17年度から「ひびし

んの成績表」にて顧客アン

ケートを実施していたが、

対象が来店客中心のため

偏った結果となっていた

ため、当金庫および他金融

機関の利用状況、お客様の

当金庫に対する評価やイ

メージ、意識、期待感をエ

リアごとに把握し、今後の

課題をより明確にするた

め実施した。 

平成20年度に全顧客の中

から任意に抽出した個

人・個人事業先 5,000 先

にアンケート調査票を郵

送し、 30％にあたる 

1,500 先からの回収を目

標とした。また、回答に

対する謝礼として抽選で 

300 名にギフトカードを

進呈した。アンケートの

雛形や結果集計は統計の

専門会社に依頼した。 

【相手方にとっての成果】 

平成 20年度に全顧客の中

から任意に抽出した個

人・個人事業先5,000先に

アンケート調査票を郵送

し、30％にあたる 1,500

先からの回収を目標とし

た。また、回答に対する謝

礼として抽選で 300 名に

ギフトカードを進呈した。

アンケートの雛形や結果

集計は統計の専門会社に

依頼した。 

【当金庫にとっての成果】 

2008年度「業務のご案内」

に掲載し、当金庫の取組み

については、ホームページ

のニュースに掲示した。 

【評   価】 

平成20年度は、アンケー

ト調査でいただいたご意

見・ご要望については、担

当部署に振り分けて検討

し、対応を進めており、平

成22年度の調査は実施し

ていない。 

【今後の課題】 

駐車場、ＡＴＭ台数等、未

解決の課題はあるも、可能

な限り対応を進めていく。 

   改善へ取組みの進捗状況の開示 信用金庫は会員組織の協

同組織金融機関ではある

が、会員以外の利用者の比

率も高く、こうしたお客さ

まの支持を拡大し、信頼関

係をより強化するため、

「お客さまアンケート調

査」の調査結果に基づき、

当金庫への意見・要望を分

析・検討し、それに対する

改善事項への取組み状況

などを開示する。 

利用者意見の経営への反

映を図るため、「お客さま

アンケート調査」を実施

し、当金庫への意見や要

望の分類、内容、件数、

調査結果に対する改善へ

の取組み状況を開示して

いる。 

平成 21年度ディスクロー

ジャー誌に掲載している。 

【評   価】 

お客さま意見、要望を広く

外部に開示することで、職

員の意識、自覚の醸成を促

し、改善事項への取組強

化、業務運営への反映を図

った。 

【今後の課題】 

今後とも継続して実施し

ていく必要性を認識して

いる。 



30 

 

分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

永続性ある経営の確立 

 内部管理態勢の強化 

  法令等遵守（コンプライアンス）態勢の強化 

   コンプライアンス・プログラムの改

定 

平成 21年度から新たに、「重

点方策」、「実施事項」を明記

したことに基づき、平成 22

年度の「コンプライアンス・

プログラム」を改定した。 

(1) 不正・不祥事件等の未然

防止、再発防止を重視した臨

店検証およびコンプライア

ンス態勢の充実 

(2) コンプライアンス・マイ

ンド醸成のための研修実施 

(3) 法改正に伴う各種規

程・要領・マニュアル等の見

直し 

(4) 苦情トラブルメールに

対する本部指導を強化し、お

客様から貴重な意見・要望・

苦情を金庫の経営改善に反

映させる。 

(5) 不祥事件や事務事故の

未然防止に向けた取り組み

として、「ラッキーコール」

通報制度の周知徹底と継続

的活用の推進 

(6) 法務リスクへの対応理) 

(7) 利益相反に関する事例

の登録管理 

(8) 反社会的勢力の情報管

理 

(9) 支店長による本部評価

についての検討 

(1) 臨店検証は平成 22 年度

中12店舗について実施した。 

(2) 新入職員を対象としたも

の、在来職員に対するコンプ

ライアンス研修は、4 回実施

した。(講師は常勤役員、コン

プライアンス室職員、弁護士、

コンサルタント) 

(3) 本部各部署が法改正に伴

い、各種規程・要領・マニュ

アルの見直しに取り組んだ。 

(4)各部店の研修資料として、

各部室店へ 19 件をフィード

バックした。 

(5) 平成22年度中、ラッキー

コールは9件(8先)受理した。 

(6) 平成 22 年度法務相談は

145 件 (内、リーガルチェッ

クは66件)。 

(7) 事例なし 

(8) 県警ホームページ、新聞

報道、営業店からの情報に基

づき、データの登録・整備を

実施している。 

(9) 自己申告書に「営業店か

ら見た本部各部の評価」につ

いての項目を追加した。 

【評   価】 

(1) コンプライアンス未然

防止、早期発見に向けた本部

の取組を行なったつもりで

あったが、営業店の末端まで

指導が行き亘っていなかっ

たと反省する。 

(2) 事故発生後の本部報告

が遅延しているケースが散

見された。 

 

【今後の課題】 

(1) コンプライアンスの重

要性の認識について、各店で

温度差が感じられる。また、

事故発生時の第一報の遅延

については、22年度の反省を

踏まえて 23 年度の指導項目

として位置付けている。 

(2) 引き続き研修や臨店を

通じて、個別に是正指導に取

り組む。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   コンプライアンス臨店指導・研修の

徹底 

(1) 不正・不祥事件の未然防

止のための臨店指導、再発防

止を重視した臨店検証 

(2) コンプライアンス・マイ

ンド醸成のための研修の実施 

(1) コンプライアンス臨店

指導 

① 全営業店に対する定例臨

店指導は監査部に委託して

実施した。(21年度下期 から

実施) 

② コンプライアンス違反事

故発生店が策定した再発防

止策の検証のため該当店を

臨店し、実施状況についてヒ

アリングを行なう。 

(2)コンプライアンス研修 

① 平成22年度新入職員3カ

月研修における「コンプライ

アンス研修」の実施 

② 全役員、コンプライアン

ス責任者・担当者に対する研

修の実施講師～弁護士、コン

サルタント、金庫代表役員 

(1)コンプライアンス臨店指

導 

① 平成22年度は50店舗(全

店舗)に対して、監査部による

定例臨店を実施した。この臨

店でコンプライアンス監査項

目を監査部に委託した。 

② 12 店舗に対して再発防止

策の実施状況にかかる臨店検

証を行なった。 

(2)コンプライアンス研修  

① 平成 22年度入庫新入職員

に対するフォローアップ研修

(人事部主催)の中で、コンプ

ライアンス研修を実施した。 

② 金庫顧問弁護士によるコ

ンプライアンス研修の実施、

「反社会的勢力に対する実務

的な対応のあり方」について 

③ コンサルタントによる研

修の実施、 対象～全役員、コ

ンプライアンス責任者、「コン

プライアンスの徹底と事務レ

ベルの向上」他 

④ 金庫代表役員による研修、 

対象～コンプライアンス責任

者、「各金庫の不祥事件の個別

事例について」 

【評   価】 

(1) 事故を発生させた当該

店では年度内に再び同様の

事故は発生しなかったもの

の、他店では学習効果として

日常業務に生かされず、同様

の事案が発生した事例があ

った。 

(2) 「反社勢力に対する対

応」や「預金相続事務に対す

る営業店対応」、「最近の苦

情・トラブルの傾向」など、

直近の社会事象に則したテ

ーマであったため受講者の

関心度が高かった。 

【今後の課題】 

(1) 事故を発生させた店舗

の再発防止策が他店での取

り組みに活かされていない

ケースが散見されるので、全

店的な再発防止に係る取り

組みとして今後も指導を 

継続して行なう必要がある

と考える。 

(2) 直近の社会現象をタイ

ムリーに反映したテーマを

採用して、今後も研修を継続

しコンプライアンス・マイン

ドの醸成に努める。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   ｢ラッキーコール｣の奨励～公益通

報者保護法の遵守 

「公益通報者保護法」遵守

のため、当金庫役職員が自

己または他人の業務にお

ける法令等遵守違反行為

について適切な処理を行

なうことを目的として、平

成 19年 4月に「ラッキー

コール取扱要領」を制定し

た。 

当金庫役職員等が自己ま

たは他人の業務における

次のケースにおいての適

切な処理を行なう。「公益

通報者保護管理規程」に

基づき通報者の保護に資

するものとしている。 

(1) 法令等の違反行為等

の発生報告 

(2) 職場の風紀を乱す性

的言動(セクシャル・ハラ

スメント)、職場での権限

を利用した人的嫌がらせ

(パワー・ハラスメント)

の報告 

(3)顧客の風評等の報告

および顧客からの問い合

わせ・相談・要望・苦情  

【相手方にとっての成果】 

(1) 顧客からの問い合わ

せ・苦情等は、面談や文書

で回答し、一定の理解を得

たと判断している。 

(2) 職員からの通報に対

しては面談可能なものは

面談を実施し、通報者の意

図が理解された。 

【当金庫にとっての成果】 

(1) 顧客の問い合わせ・苦

情を認識・理解することに

より、金庫の業務改善に役

立てる。 

(2) 職員の悩みや職場の

問題点を通報を通じて認

識し、職場改善に役立てる

ことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評   価】 

平成19年度導入から4年

を経ており、研修や臨店指

導、個別指導により職員に

は「ラッキーコール」の趣

旨は浸透している。 

【今後の課題】 

新入職員への啓蒙を初め、

今後も継続して周知に努

める。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   不祥事件・不正防止チェックリスト

作成 

不祥事件等を未然に防止する

ために、四半期に1度提出を求

めていた「コンプライアンス・

チェックリスト」のうち、不祥

事件・不正事件に係る項目を独

立させて、「不祥事件・不正防

止チェックリスト」を作成し、

所属長による毎月のチェッ

ク・報告とした。 

(1) 「コンプライアンス・チェ

ックリスト」はコンプライアン

ス担当者が作成し、「不祥事

件・不正防止チェックリスト」

はコンプライアンス責任者(所

属長)が作成することとし、責

任者と担当者の相互けん制機

能を持たせることとした。 

(2) 責任者が作成したチェッ

クリストは担当者が検証し、コ

ンプライアンス関連文書ファ

イルに綴り込むこととし、チェ

ック項目の内、一箇所でも△

(一部改善の余地がある)また

は×(抜本的な改善が必要)が

あった場合は、コンプライアン

ス室へ報告させ、コンプライア

ンス室が内容について検証を

行なう。 

(3) 新設のチェックリストで

あるため、自店でのチェック要

領について平成 21 年度上期中

の定例臨店時に取扱いについ

て説明を行なった 

(4) 平成 23 年 3 月、「不祥事

件・不正防止チェックリスト」

項目に、新たに「役職員の株式

等の売買について株式等売買

報告書により適正に報告され

ているか」を追加した。 

 

毎月の職員に対する支店長ヒ

アリングの結果も反映させ、不

祥事件防止・不正防止のためよ

り実態に即したチェックを励

行させて、コンプライアンス責

任者・担当者が職場の現状を真

摯に振り返るという効果を発

揮している。 

【評   価】 

(1) 不正や不祥事件の未然防

止、再発防止を重視したコンプ

ライアンス態勢の強化を図っ

た。 

(2) 22年度中に「内部者  取引

および役職員の株式等の取引

にかかわる管理要領」の一部改

定を行ない、投機的な株式等の

取引の不公正防止を織り込ん

だ内部規程を整備した。 

【今後の課題】 

コンプライアンスの重要性の

認識について、店舗間で温度差

が見受けられる。引き続き、研

修や臨店指導を通じてコンプ

ライアンス責任者・担当者の指

導を強化すると共に、職員の末

端まで認識が浸透しているか

の検証が今後の課題であると

認識している。 

 



34 

 

分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

  顧客保護態勢の強化 

   投資信託購入顧客に対する｢アフタ

ーフォロー｣態勢の構築 

100年に一度といわれたリ

ーマンショック以降の投

信基準価額の下落によっ

て、当金庫のファンド保有

者においても元本割れと

なり、長期保有というスタ

ンスを考慮すると、下落要

因、保有ファンドの状況、

見通し等をお客様に理解

してもらう必要があった。

また、他のファンドへの乗

換ニーズも拡大したため、

投信購入後、一定期間ごと

にアフターフォローを実

施することが重要となっ

た。従って、お客様の不安

心理を払拭するため、アフ

ターフォロー態勢を構築

し、投信保有者に対してき

め細かなサービス提供を

行ない、顧客満足度を高め

ていくことを目的として

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

アフターフォローの実施

を臨店指導項目の中にい

れ、実施率の低い店舗に

関しては、臨店の都度、

アフターフォローの重要

性を指導し、実施率アッ

プに努めた。また、「保

険・証券業務時点検査」

の月例報告書にもアフタ

ーフォローの実施につい

ての項目を設けて自主管

理させると共に、22 年度

下期にはＭＣによるエリ

ア別の啓蒙活動も実施し

た。 

【相手方にとっての成果】 

顧客ニーズに合わせたき

め細かいアフターフォロ

ーを実施することにより、

お客様には一応の満足を

得て頂いている。（苦情の

減尐に繋がっている） 

【当金庫にとっての成果】 

一方的に解約されること

なく「乗換え」を含めた事

前相談が増えたことによ

り、解約の歯止めとなって

いる。 

【評   価】 

平成22年3月末の実施率

は全体で99.2％。平成22

年 9 月末の実施率は

98.2％であったのに対し、

平成22年度下期は75％に

落ち込んだため、通期の実

施率も 86.4％に留まっ

た。 

【今後の課題】 

きめ細かなサービス提供

が今後の課題であり、アフ

ターフォローによってお

客様との信頼関係を更に

深めていく必要がある。そ

のためには、職員のアフタ

ーフォローに対するスキ

ルアップが重要と考える。

また、金融商品サービス室

より各営業店に定期的に

アフターフォローの実施

状況を配信することによ

り、意識の低下を防ぐなど

の手立ても必要である。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   不正取引防止・金融犯罪防止への対

策の強化～異常取引の検知機能の

強化(システムの強化) 

平成 20年のＦＡＴＦの対

日相互審査の結果、金融機

関の顧客管理態勢など多

くの項目において同勧告

の「不履行」が指摘された

ことから、警察庁等におい

て、具体的な対応策の検討

が進められている背景を

踏まえ、犯罪収益移転防止

法第９条に規定する「疑わ

しい取引の届出」が法の主

旨に基づき行われるよう

システムの改良を行った。 

犯罪収益移転防止法第９

条に規定する「疑わし

い取引の届出」の主旨

を再確認し、以下の変

更を行った。 

（１）営業店におけるモ

ニタリングから疑わし

い取引であるかの判定

を１次判定とし本部へ

の報告を電子化した。 

（２）本部による２次判

定の結果、疑わしい取

引に該当すると判定し

た場合の金融庁届出を

スムーズに行えるよう 

システム改良した。 

【相手方にとっての成果】 

迅速且つ適切に実施する

為の態勢を整備したこと

で、被害に合う顧客を減尐

させること及び被害に合

った場合の預金債権の被

害者への分配に効果が上

がっている。 

【当金庫にとっての成果】 

疑わしい取引の届出がス

ムーズに行えるようにな

った。 

【評   価】 

犯罪収益移転防止法、振り

込め詐欺救済法の主旨に

基づき、疑わしい取引の届

出から当該預金債権の消

滅手続きの開始に係る公

告までが、迅速に行える態

勢の整備ができた。 結果

として、不正利用口座の開

設への抑止効果と被害者

への残金分配に効果が上

がっていると思われる。 

【今後の課題】 

（１）不正利用口座を開設

させない態勢作り（抑止力

アップ） 

（２）預金口座が犯罪利用

預金口座に該当すると判

断する態勢作りと法的対

応 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

  統合的なリスク管理態勢の構築と活用 

   統合的なリスク管理手法の高度化 地域密着金融の深化と独

自性のさらなる発揮を積

極的に取り組むためには、

まず経営基盤を確固たる

ものにする必要がある。そ

のための方策として、信用

リスクや市場リスクなど

の最大リスクを計測し、自

己資本の範囲内に収まる

よう管理する「統合的リス

ク管理」を行うこととし

た。 

(1) 統合的リスク管理に

よるリスク計量 

毎月、市場リスク量およ

び信用リスク量の計測を

行い、リスク量が 限度枠

（自己資本）の範囲内に

収まっているか監視を行

った。 

(2) 自己資本充実度チェ

ック 

リスク管理委員会におい

て、リスク量や自己資本

使用率等の報告を行い、

自己資本の充実度の評価

を行った。 

(3) 統合的リスク管理の

周知 

本部および営業店職員に

対し、エリア別のリスク

管理勉強会を実施し統合

的リスク管理の周知を図

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 今年度は東日本大震

災の発生で、あらゆる市

場で大きな変動が発生

し、現在でも大きなリス

ク要因となっているが、

当金庫では株式相場の下

落によりある程度の影響

を受けたが、限度枠まで

抵触することはなかっ

た。 

(2) 統合的リスク管理の

仕組みや自己資本配賦、

限度枠管理の重要性を周

知することが出来た。 

【評   価】 

リスク顕在化の未然防止

および有価証券運用に対

する相互牽制機能の発揮

に対して大きな役割を果

たしている。 

【今後の課題】 

(1) 貸出金における信用

リスク計量の高度化 

(2) 計量化できないリス

クへの対応 

(3) 継続的な研修会等の

実施 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   各リスク管理部門との連携｢つなぐ

力｣ 

今般の金融・資本市場の混

乱を通じて、信用金庫を取

り巻く経営環境はますま

す業務の多様化を迫られ、

金融機関に内在するリス

クは複雑化・巨大化する一

方である。このような環境

変化に対応するためには、

業務範囲や方法を固定す

ることなく各リスク管理

部門が連携し、有効かつ実

効性のある統合的リスク

管理を行うことが必要で

ある。 

リスク管理委員会の機能

強化 

各リスク管理部門との連

携を図る中心的な役割を

持つ、リスク管理委員会

の役割および報告体制の

明確化を図った。 

各リスクカテゴリーにお

ける報告体制およびリス

ク管理の状況を各委員が

共有する体制は整った。 

【評   価】 

各リスクカテゴリーにお

ける報告体制は整えてい

る。 

【今後の課題】 

下記の事項について対応

策の協議を行い、関連部署

への改善・指示を組織的か

つ統合的に行うことが課

題である。 

(1) 自己資本および収益

に重大な影響を与えるリ

スクの特定 

(2) 潜在リスクの監視 

(3) リスク顕在化の未然

防止 

(4) リスク管理の状況の

検証 

   限度枠管理の強化 当金庫では、従前から限度

枠の取り決めは行ってい

たが、リスク顕在化への抑

止効果や統合的リスク管

理の一環として、限度枠管

理の整備および強化を図

ることとした。 

限度枠の見直し 

平成22年7月（対象期間

8/1～3/31）および平成23

年 3 月（対象期間 4/1～

7/31）に限度枠基準の見

直しを行った。 

新規商品の限度枠を設定

するなど複雑なリスクを

考慮した限度枠設定とし

た。また、ストレステスト

結果を勘案した限度枠と

した。 

【評   価】 

市場リスク（有価証券）の

限度枠については、当金庫

の資産規模やリスク特性

をある程度把握した限度

枠設定になっている。 

【今後の課題】 

事業計画や有価証券運用

計画をもとに、リスクと収

益、経営体力のバランスを

勘案した限度枠設定が課

題である。また、貸出金の

限度枠設定が課題である。 
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分 

 

類 

大 

項 

目 

中 

項 

目 

小 

項 

目 

タ イ ト ル 動機（経緯） 取組み内容   成果（効果）    
取組み状況に対する評価

および今後の課題    

   自己資本の充実度の強化 地域密着金融の深化と独

自性のさらなる発揮につ

いて積極的に取り組むた

めには、まず経営基盤を確

固たるものとする必要が

ある。そのために、ＡＬＭ

および統合的リスク管理

を通じての自己資本充実

に関する施策を実施する

こととした。 

リスク管理委員会におい

て、統合的リスク管理に

おける対自己資本使用状

況や自己資本の十分性の

検証を行った。 

ストレステスト等を通じ

て自己資本充実の必要性

を確認出来た。 

【評   価】 

今後も引き続き自己資本

充実に対する方策を推進

する必要がある。 

【今後の課題】 

(1) 自己資本充実度に関

する事項の周知 

(2) 十分な自己資本を維

持するための方策 

(3) 自己資本対比でのリ

スク許容度の検討 

(4) 自己資本の十分性の

検証 

(5) 月次ベースでの自己

資本比率の算出 

 人材の戦略的な育成・活用 

  課題解決型金融を担う目利き力を有する人

材の育成 

地域中小零細企業へ的確

な指導と、企業の将来性、

技術力を的確に評価でき

る能力の向上を図り、信用

リスク管理の徹底と地域

の中小企業の発展に貢献

するため。 

企業再生支援実践講座、

目利き融資・企業アドバ

イス講座、目利き力養成

講座等 

全国信用金庫協会主催の

外部研修に期間内68名受

講。 

審査部主催の「審査トレ

ーニー」に期間内54名受

講。 

【相手方にとっての成果】 

能力をアップさせること

により、的確なアドバイ

ス、提案が出来る。 

【当金庫にとっての成果】 

金庫の使命がはたせ、信用

リスクの減尐に寄与する。 

 

【評   価】 

計画通りに実施した。 

【今後の課題】 

階層別の目利き研修や外

部講師による集合研修等

を実施し、能力向上に努

めたが完全とはいえず、

更なる強化が必要であ

り、今後も充実していく。 

 


